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朝刊以降

県内文化財建造物の国新規登録について

平成２２年７月１６日（金）に国の文化審議会（会長 西原鈴子）において、国登録有形
文化財として下記の文化財の登録に係る答申が行われます。

※報道は文化審議会の終了後（午後３時終了予定）にお願いします。
（新聞報道は１７日の朝刊以降）

記

１ 新規登録が答申される県内の文化財建造物

○ 転 法 輪 寺本 堂（琴浦町） １件
てんほうりんじほんどう

２ 文化財の特徴等

名 称
所在の場所

特 徴 等
建設
年代

延享３年（ 1746）
転 法 輪 寺 本 琴 浦 町 大 転法輪寺は寺伝によれば承和年間 建築
堂 字別宮 （８３４～８４８）に慈覚大師を開 /文政５年（ 1822）

祖として創建された天台宗寺院で、 ・明治４年
天禄２年（９７１）に空也上人がこ ・昭和２９年改
の地に立ち寄り、翌年入滅したと伝 修
わる。

当本堂は間口三間、奥行き五間の
入母屋造で、三方に軒支柱を立てて、
縁をまわす。以前は茅葺きであった
ものを、昭和に瓦に葺き替えた。内
部は大きな段差を設けて内陣と外陣
境を明確にわける。現在は床を全て
畳敷きとするが、当初は低い板敷き
で外陣の壁を吹き放しとしたと思わ
れる。

これらから、当本堂は当初空也上
人をまつる堂であったものを、後に
転法輪寺の本堂としたと考えられ、
村落に所在する近世仏堂の好例であ
る。

３ 今回、国で答申が行われる建造物の概要

今回答申分 累 計
登 録 数 １７０件 ８，１６４件
関係市町村 ４０市町（区） ７５１市町村（区）

関係都道府県 ２７都道府県 ４７都道府県
江戸以前 ４５件 １，３７４件

時代別登録件数 明治 ６９件 ２，６７５件
大正 ３３件 １，７８７件
昭和 ２３件 ２，３２８件



４ 鳥取県の状況

（１）鳥取県の国登録文化財、国・県指定文化財総数（今回登録後）

国登録文化財 国指定文化財 県指定文化財
（１４８） （１６） （１８） （）内は建造物の数

１５１ １１５ ２３４

（２）登録物件の所在する市町村の文化財件数（今回登録後）

市町村名 国 登 録 国 指 定 県 指 定 計
琴浦町 １（１） ３（０） １６ （３） ２０（３） （）内は建造物の数

【参考：今回答申された建造物の写真】
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